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	項目
	該当ページ

	【規約変更】

改元に伴い、任意で規約における日付の表記を新元号に変更する場合
　

	
	一部変更規約（案）
	Ｐ　４

	
	規約変更理由書
	Ｐ　５

	
	新旧対照条文
	Ｐ　６

	
	理事長専決理由書
	Ｐ　７

	【規程変更】

改元に伴い、任意で規程における日付の表記を新元号に変更する場合

	
	一部変更規程（案）
	Ｐ　９

	
	規程変更理由書
	Ｐ１０

	
	新旧対照条文
	Ｐ１１

	
	理事長専決理由書
	Ｐ１２



○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）
○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

規約変更理由書

この規約変更は、元号を改める政令（平成３１年政令第〇号）の定めに基づき、規約に記載された元号を改めるべく、所要の措置を講ずるものである。


（例１）

新旧対照条文
	新
	旧

	（次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額を償却するための特例掛金）

第〇条　掛金のうち、次回の財政再計算の結果に基づく掛金を適用する日までに発生すると見込まれる積立不足の予想額を償却するための特例掛金の額は、平成〇年〔〇月〕から●●△年〔△〕月までの間、｛毎月；毎年｝□円とする。

附　則
この規約は、●●○年○月○日から施行する。

	（次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額を償却するための特例掛金）
第〇条　掛金のうち、次回の財政再計算の結果に基づく掛金を適用する日までに発生すると見込まれる積立不足の予想額を償却するための特例掛金の額は、平成〇年〔〇月〕から平成△年〔△〕月までの間、｛毎月；毎年｝□円とする。

　



   （例２）

新旧対照条文

	新
	旧

	（事務費掛金）

第〇条　掛金のうち、基金の業務委託費又は基金の事務費に充てるための事務費掛金の額は、平成〇年〔〇〕月から●●△年〔△月〕までの間、｛毎月；毎年｝□円とする。



附　則
この規約は、●●○年○月○日から施行する。

	（事務費掛金）

第〇条　掛金のうち、基金の業務委託費又は基金の事務費に充てるための事務費掛金の額は、平成〇年〔〇〕月から平成△年〔△月〕までの間、｛毎月；毎年｝□円とする。


理事長専決理由書
今回の規約変更は、元号を改める政令（平成３１年政令第〇号）の定めに基づき、規約に記載された元号を改めるべく、所要の措置を講ずるものであり、急施を要するため、確定給付企業年金法施行令（平成１３年政令第４２４号）第１２条第４項の規定により、理事長において専決処分した。

○○○○企業年金基金○○○○規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金○○○○規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

○○○○企業年金基金○○○○規程変更理由書

この規程変更は、元号を改める政令（平成３１年政令第〇号）の定めに基づき、規程に記載された元号を改めるべく、所要の措置を講ずるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	

附　則
この規程は、●●○年○月○日から施行する。

	　



理事長専決理由書
今回の規程変更は、元号を改める政令（平成３１年政令第〇号）の定めに基づき、規程に記載された元号を改めるべく、所要の措置を講ずるものであり、急施を要するため、確定給付企業年金法施行令（平成１３年政令第４２４号）第１２条第４項の規定により、理事長において専決処分した。
本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。


本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。


　　　 ◇２０１９．２．４　日本生命保険相互会社　団体年金コンサルティングＧ　発行（日本-年基-201901-170-0681-D）








別紙





本資料の内容は、当社モデル規約および当社提供の規程の雛型に基づく変更例となります。





【ＤＢ基金型向け】


規約・規程の雛型





２０１９年２月


日本生命保険相互会社


団体年金コンサルティングＧ





【規約変更】


改元に伴い、任意で規約における日付の表記を新元号に変更する場合





・任意で新元号への変更を行う場合の一例を示しております。その他の箇所については、適宜ご対応ください。


・規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








新元号





新元号





新元号





新元号





【規程変更】


改元に伴い、任意で規程における日付の表記を新元号に変更する場合











Ｐ６（規約変更における新旧対照条文）を参照のうえ、各基金様の規程の条文にあわせて適宜ご対応ください。
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